
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
、

７
月
時
点
で
わ
ず
か
11
・
13
％

に
と
ど
ま
る
。
認
知
症
高
齢
者

ら
マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
応
し
に

く
い
人
が
い
る
こ
と
、
正
し
い

情
報
が
表
示
さ
れ
な
い
と
い
っ

た
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
、
シ
ス
テ

ム
の
導
入
や
改
修
に
か
か
る
医

療
機
関
の
負
担
が
大
き
い
、
と

い
っ
た
理
由
で
、
現
行
の
健
康

保
険
証
の
廃
止
は
問
題
で
あ
る
。

国
民
健
康
保
険
施
行
規
則
第
６

条
で
、
被
保
険
者
は
「
市
町
村

に
『
資
格
確
認
書
』
の
交
付
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
の
記
述
に
変
更
し
た
。
マ
イ

ナ
保
険
証
に
切
り
替
え
る
た
め
、

現
行
の
健
康
保
険
証
を
廃
止
、

今
後
発
行
さ
れ
る
「
資
格
確
認

書
」
は
、
本
人
申
請
に
よ
る
も

の
、
と
し
た
が
、
健
康
保
険
証

は
、
保
険
者
で
あ
る
国
と
市
町

村
の
責
任
で
交
付
す
べ
き
も
の

だ
。国

保
税
は
賦
課
徴
収
し
て
お

き
な
が
ら
、
被
保
険
証
は
渡
さ

な
い
、
必
要
な
ら
申
請
せ
よ
、

と
い
う
政
府
の
態
度
は
い
か
が

な
も
の
か
。
12
月
1
日
ま
で

に
発
行
さ
れ
る
保
険
証
は
、

有
効
期
限
（
最
長
1
年
）
ま

で
使
え
る
ほ
か
、
マ
イ
ナ
保

険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
に

は
、
当
分
の
間
、
従
来
の
健

康
保
険
証
と
同
様
に
使
え
る

「
資
格
確
認
書
」
が
申
請
な

し
に
届
く
こ
と
に
な
る
が
、

当
初
は
１
年
と
見
込
ま
れ
た

「
資
格
確
認
書
」
の
有
効
期

限
は
、
政
府
内
部
で
の
対
立

も
あ
り
、
「
5
年
以
内
」
に
拡

大
。
実
際
に
は
、
加
入
す
る
保

険
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
と
な
っ

た
。
米
原
市
で
は
1
年
と
さ
れ

て
い
る
。
で
は
、
「
資
格
確
認

書
」
の
発
行
が
い
つ
ま
で
続
く

の
か
、
厚
労
省
は
現
時
点
で
は

「
当
分
の
間
」
と
あ
い
ま
い
な

説
明
を
し
て
い
る
が
、
知
り
合

い
の
厚
労
省
職
員
に
尋
ね
れ
ば
、

「
資
格
確
認
書
を
事
実
上
の
保

険
証
と
し
て
使
い
続
け
ら
れ
る
」

と
説
明
が
あ
っ
た
。

「
事
実
上
の
保
険
証
」
を
わ

ざ
わ
ざ
発
行
し
続
け
る
な
ら
、

今
ま
で
の
保
険
証
を
残
せ
ば
こ

と
足
り
る
の
で
は
な
い
か
。
問

題
な
の
は
、
５
期
以
上
の
保
険

税
滞
納
が
あ
る
場
合
に
交
付
さ

れ
る
６
か
月
短
期
保
険
証
が
廃

止
さ
れ
る
こ
と
だ
。
そ
の
場
合
、

資
格
確
認
書
が
発
行
さ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、

特
別
療
養
費
扱
い
で
全
額
負
担

と
な
り
、
申
請
に
よ
り
7
割
ま

た
は
8
割
分
が
戻
っ
て
く
る
仕

組
み
で
あ
る
。
短
期
保
険
証
を

も
っ
て
い
る
人
は
、
収
入
そ
の

他
の
理
由
で
、
継
続
的
に
支
払

え
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
受

診
時
に
全
額
支
払
う
こ
と
に
な

れ
ば
、
確
実
に
医
療
受
診
の
低

下
を
も
た
ら
す
。
や
っ
て
は
い

け
な
い
こ
と
だ
。
以
上
、
保
険

証
廃
止
の
明
確
か
つ
合
理
性
理

由
が
ま
っ
た
く
な
く
、
今
回
の

条
例
改
正
に
は
反
対
で
あ
る
。

24
日
の
本
会
議
で
、
平
尾
市

長
が
20
日
に
辞
職
願
い
を
議
長

に
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。

ま
た
あ
い
さ
つ
の
中
で
、
伊

吹
の
土
砂
災
害
に
つ
い
て
も
、

国
や
県
に
要
請
も
行
い
、
短
期

的
に
も
長
期
的
に
も
一
定
の
成

果
が
得
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
4

期
16
年
米
原
市
の
合
併
時
の
市

長
と
し
て
役
割
を
果
た
せ
た
こ

と
。
し
か
し
自
治
体
の
問
題
は

国
政
の
改
革
抜
き
に
解
決
し
え

な
い
こ
と
。

ま
た
、
今
の
政
権
の
裏
金
問

題
や
統
一
協
会
と
の
癒
着
問
題

を
考
え
た
時
、
国
政
の
変
革
が

必
要
と
考
え
、
今
回
国
政
に
挑

戦
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と

を
述
べ
ら
れ
任
期
途
中
で
は
あ

る
が
辞
職
届
を
提
出
し
た
と
表

明
さ
れ
ま
し
た
。
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9
月
定
例
会
中
の
24
日
本
会
議
が
開
催
さ
れ
、
令
和
5
年
度
決
算
認
定
を
除
く
、
議
案
の
採
決
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
前
号
で
報
告
し
た
「
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て

討
論
採
決
が
行
わ
れ
、
日
本
共
産
党
米
原
市
議
団
の
山
脇
議
員
が
反
対
討
論
を
行
い
、
賛
成
討
論
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
採
決
結
果
は
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
反
対
討
論
の
内
容
と
採
決
結

果
を
掲
載
し
ま
す
。
本
会
議
の
最
後
に
平
尾
市
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
20
日
付
で
議
長
に
対
し
て

市
長
辞
職
願
を
提
出
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
経
過
と
決
意
が
述
べ
れ
れ
ま
し
た
。

山
脇
議
員
の
反
対
討
論

議員名 会 派 名
議案第70号国
保条例の一部

改正

山脇正孝 日本共産党市議団 ×

藤 田 正 雄 日本共産党市議団 ×

山 口 久 志 天翔クラブ 〇

鹿 取 和 幸 天翔クラブ 〇

磯 谷 晃 天翔クラブ 〇

矢 野 邦 昭 天翔クラブ 議長

今 中 力 松 天翔クラブ 〇

中 川 松 雄 天翔クラブ 〇

鍔 田 明 天翔クラブ 欠席

中 川 雅 史 政策研究会マイバラ 〇

堀 江 一 三 政策研究会マイバラ 〇

山 本 克 巳 政策研究会マイバラ 〇

吉田周一郎 政策研究会マイバラ ×

振 角 大 祐 無会派 ×

細 野 正 行 無会派（公明党） 〇

結 果 可決

マ
イ
ナ
保
険
証
使
用
率
は
わ
ず
か

保
険
証
廃
止
は
許
さ
れ
な
い

短
期
保
険
証
の
廃
止
で
１
０
割
負
担

平
尾
市
長
が
辞
職
届

国
政
へ
の
挑
戦
を
表
明

裏
金
問
題
・
統
一
協
会
問
題
を
許
さ
ず


